
提

出

者

中

根

康

浩

平
成
十
六
年
八
月
二
日
提
出

質

問

第

三

二

号

厚
生
労
働
省
職
員
が
受
領
し
た
「
監
修
料
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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厚
生
労
働
省
職
員
が
受
領
し
た
「
監
修
料
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
監
修
料
」
の
名
目
で
公
務
員
が
受
け
取
る
現
金
は
、
様
々
な
不
正
や
癒
着
の
温
床
に
な
り
う
る
と
懸
念
さ
れ
る
。
そ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
一
日
付
朝
刊
『
朝
日
新
聞
』
に
お
い
て
報
道
さ
れ
た
「
監
修
料
」
に
つ
い
て

（
�
）

報
道
の
中
に
あ
る
「
監
修
料
」
を
受
け
取
っ
て
い
た
厚
生
労
働
省
国
民
健
康
保
険
課
の
職
員
お
よ
び
支
払
っ
て
い
た

団
体
、
企
業
の
存
在
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
上
で
、
ど
の
よ
う
な
「
監
修
業
務
」
に
つ
い
て
、
誰
か
ら
誰
に
支
払
わ
れ
て

い
た
か
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
を
踏
ま
え
た
上
で
適
切
か
否
か
に
つ
い
て
見
解
を
問
う
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
の
、
厚

生
労
働
省
の
補
助
事
業
に
関
す
る
分
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

さ
ら
に
、
「
監
修
料
」
に
つ
い
て
は
、
第
百
五
十
九
回
通
常
国
会
の
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
「
売
上
の
��
％
相

当
が
相
場
」
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
「
相
場
」
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

「
監
修
料
」
は
支
払
う
業
者
と
の
不
正
取
引
、
不
必
要
な
「
官
々
接
待
」
の
温
床
に
も
な
る
こ
と
が
、
懸
念
さ
れ
る

が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

補
助
事
業
に
対
す
る
「
監
修
」
は
む
し
ろ
「
本
業
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
「
監
修
料
」
を
受
け
取
る
理
由
に
な
ら
な

一



い
と
考
え
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

報
道
に
あ
る
国
保
中
央
会
の
関
連
と
さ
れ
る
「
コ
ク
ホ
中
央
研
究
所
」
な
ら
び
に
「
厚
生
問
題
研
究
会
」
に
つ
い

て
、
役
員
、
収
支
状
況
、
業
務
内
容
、
登
記
さ
れ
た
所
在
地
、
天
下
り
の
有
無
に
つ
い
て
、
答
弁
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
公
務
員
が
多
額
の
「
監
修
料
」
を
受
け
取
る
よ
う
な
「
監
修
業
務
」
を
行
な
う
こ
と
が
、
本
来
の
職
務
の
妨

げ
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


